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平成３１年５月１４日（火）

介護事業者＆社会保険労務士による

●人材定着が上手くいっている介護事業者の就業規則がみれます！

●介護に従事する外国人受け入れ（特定派遣、留学生、技能実習生、特定技能）のポイントとは！

在宅介護コンソーシアム 事務局

①就業規則
の見直し

②柔軟な勤務体
制・制度の見直し

③労働者派
遣の雇用安
定措置、非
正規職員の
正規化 等



事例紹介「株式会社やさしい手」
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１．有期雇用社員の5年超社員の無期雇用転換
２．就業規則
３．求人票・労働条件明示書（改正職安法踏まえ）
４．介護に従事する外国人の受け入れ
５．移動時間の所定労働時間算定
６．労働環境整備とコンプライアンス

雇用形態に関係なく、労働基準法・安全衛生法・職業
安定法等の各種労務規定に則り、安心して業務に邁進
できる環境を整備している。

働き手と組織の信頼関係が構築され、人材採用・人材
定着に寄与している。



1-1.無期転換ルール
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1-2.無期雇用対応の趣旨
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趣旨
有期労働契約で働く人の約3割が、通算5年を超
えて有期労働契約を繰り返し更新している実態に
あり、それによって生じる雇止めの不安の解消が
課題となっていました。

また、有期労働契約であることを理由として不合
理な労働条件が定められたることのないようにして
いく必要もありました。

無期転換ルールは、こうした問題に対処し、働く
人が安心しては働き続けることができる社会を実
現するためのものです。（厚生労働省2017年8月資
料より抜粋）



1-3.無期雇用対応の結果と効果
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結果

該当者に会社から無期雇用に転換できる旨を発信し、申し
込みの有無を確認した。
結果、転換希望者はほとんどいなかった。
効果
良い機会だからと正社員登用希望したものが何名かいた。
考察

雇用形態に関係なく、有給休暇の付与や社会保険加入な
ど待遇が良く、むしろ、労働者の流動的な都合で取捨選択い
ただいている環境を整備している。

したがって、急ぎ有期雇用を無期雇用にする必要を感じる
ものがいなかった。
登録型訪問介護員にも有給休暇取得いただき、1日当たり
の平均賃金を支給している。



2-1.雇用形態別７つの就業規則
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雇用形態 概要 有期雇用 無期雇用

正社員

一般的には期間の定めのない労働契約で企業
に雇われ、その企業の就業規則で定められた所
定労働時間の上限（フルタイム）まで労働する者
の事をいう。

― ○

契約社員
企業などと期間の定めのある労働契約（有期労
働契約）を結んで職務に従事する労働者のことを
言う。

○
1年以内

○

パートターマー

決まった日や時間だけ勤務する者のことを言う。
短時間労働者・短時間勤務職員ともされ、一週
間の所定労働時間が同一の事業所に雇用され
る通常の労働者（常勤、フルタイム）の、一週間
の所定労働時間と比較して短い労働者をさす。

○
6か月以内

○

登録型
訪問介護員

主に訪問介護事業において、利用者サービス提
供時のみ拘束し（その他労働基準法に基づく移
動時間等の拘束時間も賃金は発生）、賃金を支
払い労働者のことを言う。

○
6か月以内

○



2-2.就業規則の構成
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章 条文 内容 章 条文 内容 章 条文 内容 章 条文 内容

前文

服務

24服務の基本

給与・退職金

46給与・退職金

雑則

67ハラスメント行為の対応

総則

1目的 25服務の心得 47安全保持 68知的財産の取扱い

2遵守義務 26信用保持 48災害時の措置 69損害賠償

3適用範囲 27服務規律 49健康診断 70クールビズの推奨

4管理責任者 28出勤・退勤 50受診義務 71実施規定

人事

5採用・提出書類 29出勤制限 51就業禁止 72改訂

6労働条件の明示 30欠勤の届出 52診断等の取扱い 別表１ 就業シフト明示

7試用期間 31遅刻・早退・外出 53安全衛生教育 別表２ 有給休暇付与日数

8人事異動

勤務

32変形労働時間 災害補償 54災害補償 別表３ 各月休日日数

9出向 33休日

表彰及び懲戒

55表彰

10社員区分変更 34勤務変更 56永年勤続表彰

11休職事由 35時間外・休日労働 57懲戒の種類

12休職期間 36宿直・日直 58厳重注意

13休職期間の取り扱い 37出張 59戒告

14復職 38年次有給休暇 60減給、出勤停止

15定年退職 39特別休暇 61降格、諭旨解雇

16退職 40生理休暇 62懲戒解雇

17
自己都合退職の手続
き

41産前産後休暇 63
管理監督者の管理責
任

18普通解雇 42育児中の勤務

福利厚生及び教
育

64福利厚生

19解雇制限 43介護中の勤務 65教育

20解雇予告 44
母子健康管理の措
置

66教育期間中の取扱い

21貸与品・債務の返済 45育児期間

22退職後の義務

23退職証明書の交付

１．雇用形態別
の完備

２．事業場での
閲覧可能

３．社内イントラ
ネット共有



3-1.職業安定法の改正

8

2018年1月より職業安定法の改正が施行され、
労働者を雇い入れる際の雇用条件通知に関して
明記しなければならない事項が追加されました。

ハローワークでの求人申し込みやウェブサイトで
の募集の際に対応が必要となるため、採用担当者
は改正ポイントを押さえておくことが求められます。

・最低限明示労働条件（５つ追加）

・労働条件の明示が必要なタイミング（３段階）

・労働条件明示に当たって遵守すべき事項



3-2.最低限明示労働条件（５つ追加）
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・業務内容
・契約期間
・試用期間
・就業場所

・就業時間、休憩時間、休日、時間外労働（裁量労
働制）
・賃金（固定残業代支給制度の場合は別記載）
・加入保険
・募集者の氏名または名称
・派遣労働者として雇用する場合の雇用形態



3-3.労働条件明示が必要なタイミング

10

第１段階

・ハローワーク等への求人申し込み、自社ウェブサ
イトでの募集等を行うとき

・ただし、求人票の紙幅の都合といったようなやむ
を得ない場合に限って、労働条件の一部を別途で
面接時などに明示する手法を選択することも可能
です。この場合、求人票に詳細を面談時に伝える
といった旨を書き記した上で、求人者と求職者の
初回面接時までに全ての労働条件を明示しなくて
はなりません。



3-4.労働条件明示が必要なタイミング
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第２段階
・労働条件に変更があった場合
①当初の明示と異なる内容の労働条件を提示する
例:当初の労働条件で基本給が30万円/月であったものを基本
給 25万円/月に変更する。
②当初の明示の範囲内で労働条件を特定して提示する
例:当初の労働条件で基本給が25万円～30万円/月であったも
のを基本給 28万円/月に特定し変更する。
③当初の明示で提示されていた労働条件を削除する
例:当初の労働条件で基本給が25万円/月、営業手当が3万円/
月であったものを、営業手当の部分を削除し変更する。
④当初の明示に対して新たな労働条件を追加する
例: 当初の労働条件で基本給が25万円/月であったものを、営
業手当が3万円/月という労働条件を付け加える。



3-5.労働条件明示が必要なタイミング
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第３段階

・労働契約を締結したとき

・労働基準法では、求人者と求職者の間で労働契
約が締結された時点で、労働条件通知書などを
用いて労働条件を求職者に対して通知することが
必要とされています。
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3-6.労働条件通知書例（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiy
aku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf


3-7.労働条件明示の遵守すべき事項
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労働条件を求職者に明示する必要があるとともに、その明示
の際に守らなくてはならないルールが存在します。こうしたルー
ルは職業安定法に則った指針として定められており、求職者に
不利が生じてしまわないことを目的とします。

①労働条件に虚偽の情報または誇大した内容を加えないこと

②有期労働契約が試用期間として用いられる場合には、試用
期間中の労働条件を明示すること
③試用期間と本採用が1つの労働契約であっても、試用期間中
と本採用後とで労働条件が異なる場合には、それぞれの労働
条件を明示すること
④労働条件に幅がある場合（例:基本給 25万円～30万円/月）に
は、範囲を可能な限り限定すること

⑤労働条件は職場環境を含め可能な限り具体的に明示するこ
と
⑥労働条件の変更は速やかに、分かりやすく伝えること



4.介護に従事する外国人の受入れ
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5-1.移動時間
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■移動時間は労働時間に入るのか？

直行直帰の多い、弊社の登録型訪問介護員には、厳格に移動時間を算定し
て賃金を支払っている。
サービス提供時間の短時間化が進む中では必要不可欠である。

■労働時間に入る場合
・時刻を指定して会社事務所に出勤するように指示されている場合
・移動中において会社から特段の用務を命じられているような場合
・車両の運転を命じられている場合
・帰社後に道具の洗浄や手入れ等が義務付けられているような場合
・所定労働時間内に次の目的地に移動する場合

■労働時間に入らない場合
・当日の作業内容が決まっていない場合
・移動中の時間を自由に利用できるような場合
・会社事務所に立ち寄ったとしても、会社からの指示に寄らない場合
・自宅から現場に直行する場合、および、現場から自宅へ直帰する場合
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5-1.移動時間をシステムが自動計算

所在地の緯度経度を活用した自動計算（職員にGPSは付けてはいません）



6.労働環境整備とコンプライアンス
• 平成24年4月から、介護サービス事業者の指定権者であ
る都道府県や市町村は、労働基準法等、労働法規に違反
して罰金刑を受けた介護サービス事業者の指定を取り消
すことができる様、法改正されました。

• 人材の採用・定着へ向けてはもちろんですが、事業継続し
て実施するためにも、労務管理の改善に取り組む必要が
あります。

• 未払い残業代、移動時間に対する賃金の不払い、最低賃
金以下の賃金の支払いといった理由で、労働基準法違反
で労働基準監督署から是正勧告を受けている事業者も少
なくありません。

• 取消事由は様々で複合的です。介護報酬不正請求が
60％と大半ですが、職員の労務管理を怠っていたり、労働
基準法違反も25％と多いです。
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